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害のある人を雇用する事業主に対しては、平
成２３年４月から、全国のハローワークに設置
した「特別相談窓口」に加え、被災地の地域
障害者職業センター（設置県：青森、岩手、
宮城、福島、茨城、栃木、千葉）に「特別相
談窓口」を設置し、障害者の被災後の雇用継
続に関する相談業務等を実施している。
また、平成２３年度第３次補正予算では、①
被災地の障害のある人に係る実習型雇用終了
後の「正規雇用奨励金」の拡充（支給回数を
３回に増やし、計１５０万円支給。拡充前は２
回支給で計１００万円）や②障害者就業・生活
支援センターの就業支援担当者等の追加配
置、③地域障害者職業センターでのジョブ
コーチ等の増員などを盛り込み、被災地にお
ける障害者雇用の更なる充実を図っている。

２．総合的支援施策の推進

（１）障害のある人への地域における
就労支援

障害のある人の就労支援の充実と活性化を
図るため、雇用・福祉・教育の一層の連携強
化を図ることとし、ハローワークを中心とし
た関係機関とのチーム支援や一般雇用や雇用
支援策に関する理解の促進、障害者就業・生
活支援センター事業、トライアル雇用事業、
ジョブコーチ等による支援などを実施してい
る。
これらを踏まえ、障害福祉計画において、
福祉施設から一般就労への年間移行者数を２３
年度までに１万人とすることとしている。

ア ハローワーク
就職を希望する障害のある人に対しては、
ハローワークで、求職の登録の後にその技
能、職業適性、知識、希望職種、身体能力等
に基づき、ケースワーク方式による職業相談
を実施し、安定した職場への就職・就職後の

職場定着を支援している。
このため、ハローワークの障害のある人の
専門窓口では、障害のある人の就職支援を専
門に担当する就職促進指導官を配置し、個々
の障害特性に応じたきめ細かな職業相談を
行っている。また、ハローワークが中心とな
り、福祉施設等の利用者をはじめ、就職を希
望する障害のある人一人ひとりに対して、ハ
ローワーク職員と福祉施設等の職員等がチー
ムを結成し、就職から職場定着まで一貫した
支援を実施している。

① ハローワークを中心とした「チーム支援」
福祉施設利用者や特別支援学校卒業（予定）
者等の一般雇用への移行を図るため、ハロー
ワークが中心となって、福祉、教育等の関係
機関からなる「障害者就労支援チーム」を作
り、就職に向けた準備から職場定着までの一
貫した支援を行う「チーム支援」を実施して
いる。
平成２３年度からは、障害者雇用の専門的知
識を有する就職支援コーディネーター（障害
者支援分）を活用し、地方自治体、医療機関
なども含めた地域の関係機関との連携体制の
更なる強化を行い、継続的な支援を実施する
ことで、福祉・教育からの一般雇用への移行
を促進している。

② トライアル雇用
障害のある人の取組が遅れている事業所で
は、障害者雇用に取り組む意欲がありながら
障害者雇用の経験が乏しいために、障害のあ
る人に合った職域開発、雇用管理等のノウハ
ウがなく、躊躇する場面がある。また、障害
のある人本人についても仕事内容に対する不
安等を持っている場合があるため、ハロー
ワークでは、障害のある人の雇用のきっかけ
づくりを目的とした短期の試行雇用（トライ
アル雇用事業）を実施し、その後の一般雇用
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への移行の促進を図っている。
後期５か年計画では、トライアル雇用を通
じた一般雇用への移行を進めるため、トライ
アル雇用終了者の移行率を８０％以上にするこ
とを目指しており、平成２３年度の移行率は
８６．９％となっている。

イ 地域障害者職業センター
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構により各都道府県に１か所（そのほか支
所５か所）設置・運営されている。地域障害
者職業センターでは、ハローワークや地域の
就労支援機関との連携の下に、身体に障害の
ある人、知的障害のある人はもとより、精神
障害のある人、発達障害のある人、高次脳機
能障害のある人等他の機関では支援が困難な
障害のある人を中心に、専門職の「障害者職
業カウンセラー」により、職業評価、職業指
導から就職後のアフターケアに至る職業リハ
ビリテーションを専門的かつ総合的に実施し
ている。
後期５か年計画では、以下の支援により、
地域障害者職業センターの支援対象者数を２４
年度までの累計で１２．５万人とすること等を目
指すこととしており、平成２３年度までに１１．６
万人となっている。
（ア）職業評価及び職業リハビリテーション

計画の策定
地域障害者職業センターでは、個々の障害
のある人の特性を把握した上で、その者がど
のような能力を有し、またどのような支援を
行えば就労可能となるのかといった見極めを
行う職業評価を行っている。また、その評価
の結果をもとに、必要な職業リハビリテー
ションの措置を明らかにする職業リハビリ
テーション計画を策定し、それに基づき支援
を行っている。平成２３年度の職業リハビリ
テーション計画の策定数は、２４，７４５件となっ
ている。

（イ）障害のある人の就労の可能性を高める
ための支援（職業準備支援）

ハローワークにおける職業紹介、職業訓
練、職場実習、ジョブコーチによる支援等、
就職に向かう次の段階に着実に移行させるた
め、障害のある人一人ひとりのニーズに応じ
て、基本的な労働習慣の体得、社会生活技能
の向上等、就職、復職、職場適応に向けた準
備性を高めるための支援（職業準備支援）を
実施している。平成２３年度の支援対象数は、
２，１４６人となっている。
（ウ）障害のある人の職場適応に関する支援

（職場適応援助者（ジョブコーチ）支
援事業）

就職又は職場適応に課題を有する知的障
害、精神障害のある人等の円滑な職場適応を
進めるため、事業所にジョブコーチを派遣
し、障害のある人に対し職場適応や、事業主
に対する職場における職務創出等の支援を
行っている。
後期５か年計画では、平成２４年度における
支援終了後の定着率８０％以上及び平成２３年度
までにジョブコーチ５，０００人を養成すること
を目指すこととしており、平成２３年度職場定
着の状況（平成２２年１０月～平成２３年９月まで
に支援を終了した者のうち、支援終了後６ヶ
月経過時点での定着状況）は、８７．４％であっ
た。また、２４年３月時点のジョブコーチの養
成者数は、４，５９１人となっている。
（エ）精神障害のある人等に対する総合雇用

支援
精神障害のある人及び事業主に対する雇用
支援を強化するため、主治医等の医療関係者
との連携の下、新規雇入れ、職場復帰、雇用
継続のそれぞれの段階における総合的な支援
を実施している。
特に、休職中の精神障害のある人及びそれ
を雇用している事業主に対して、円滑な職場
復帰支援（リワーク支援）を進めている。精
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神障害のある人に対しては、職場復帰に向け
た生活リズムの立直しや集中力・持続力の向
上等の支援を行うとともに、事業主に対して
は受け入れ体制の整備についての助言・援助
等を実施している。
後期５か年計画では、在職中に精神障害の
ある人となった人等について、地域障害者職
業センターの実施する精神障害者総合雇用支
援による復職支援及び雇用継続支援終了後の
復職・雇用継続率を７５％以上とすることを目
指すこととしており、平成２３年度は、８４．０％
となっている。
（オ）地域の就労支援機関の助言・援助
各地域における障害者就業・生活支援セン
ターや就労移行支援事業者等の地域の関係機
関で就職に結びつく効果的な支援が行われる
よう、具体的な支援方法についてのアドバイ
スや支援ツールの利用法等について助言・援
助を行っている。
また、障害のある人への雇用支援が、医
療・福祉等の分野から連続して効果的に行わ
れるよう、職業リハビリテーションに携わる
人材の育成を図るため、ジョブコーチの養成
研修、障害者就業・生活支援センターの就業
支援担当者及び発達障害のある人の就業支援
担当者に対する研修、職業リハビリテーショ
ン実践セミナーなどを実施している。

ウ 障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターでは、障害
のある人の職業生活における自立を図るため
に、福祉や教育等の地域の関係機関との連携
の下、障害のある人の身近な地域（２４年４月
現在３１５箇所）で就業面及び生活両面におけ
る一体的な支援を行っている。
例えば、就業やそれに伴う日常生活上の支
援を必要とする障害のある人に対し、就職に
向けた準備支援（職業準備訓練、職場実習の
あっせん）や求職活動等の就業に関する相談、

健康管理や住居、年金等の生活に関する相談
などを行っている。また、必要に応じ、ハ
ローワークや地域障害者職業センターなどの
専門的支援機関と連絡を取り合い、支援を引
き継ぐなど適切な支援機関への案内窓口とし
ての機能を担っている。
平成２４年度からは、個々の支援対象障害者
に対して適切な相談支援及び専門機関への紹
介を行うことができるよう、専門的知見を有
した有識者を委嘱し、障害者就業・生活支援
センターの就業支援担当者に対し助言を行え
るよう機能強化を図った。
なお、障害者就業・生活支援センターにつ
いては、支援を希望する障害のある人ができ
る限り身近な地域で支援を受けることができ
るよう、後期５か年計画等で、全障害保健福
祉圏域への設置を目標として掲げている。
平成２４年度は、障害者就業・生活支援セン
ターによる就労系サービスの利用に関するア
セスメント及びその後の相談支援事業者との
協議等に係る課題を検討・整理するため、モ
デル事業を実施することとしている（全国で
１０か所）。

（２）障害特性に応じた雇用支援策

ア 精神障害のある人への支援
精神障害のある人については、近年、ハ
ローワークにおける新規求職者数が急激に伸
びてきている。このため、障害特性に応じた
きめ細かな支援や民間企業に対する雇用管理
ノウハウの提供などの支援を積極的に実施
し、一層の雇用促進を図ることが必要であ
る。
そこで、ハローワークの専門窓口では「精
神障害者雇用トータルサポーター」などの専
門職員による個々の障害特性に応じたきめ細
かな相談支援を行っている。
また、民間企業に対しては、一定程度の期
間をかけて、段階的に就業時間を延長しなが
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ら常用雇用を目指す、精神障害者等ステップ
アップ雇用奨励金や精神障害のある人が働き
やすい職場づくりを行った民間企業に対する
奨励金（精神障害者雇用安定奨励金）の支給
などを行っている。
さらに、平成２３年度から、「精神障害者雇
用トータルサポーター」について従来のカウ
ンセリング等の業務に加え、精神障害のある
人に関する事業主の意識啓発から就職後の
フォローアップ等の事業主への働きかけも行
うこととした。
これに加えて、平成２１年度から平成２２年度
にかけて、精神障害のある人の雇用及び職場
定着のノウハウを構築するためのモデル事業
を実施し、精神障害者を初めて雇用する等の
企業（１０社）が精神障害者を受け入れ、雇用
管理等の事例収集を行った。平成２３年度はこ
のモデル事業の成果として事例集を作成する
とともに、事業主等を対象にしたセミナーを
全国６ブロックで開催し、精神障害のある人
の雇用管理に関するノウハウの普及を図っ
た。
そのほか、精神障害のある人の更なる雇用
促進には、医療機関等を利用している精神障
害のある人についても治療・社会復帰支援段
階から就職を意識した支援を実施していく必
要がある。このため、医療機関等を利用して
いる精神障害のある人等を対象に、職業準備
性や就職意欲を高め就職に向けた取組みを行
えるよう、ハローワークの職員が医療機関等
（精神科病院・診療所・精神保健福祉セン
ター、保健所、障害福祉サービス事業者）を
訪問し、就職活動の知識や方法についてガイ
ダンス（「ジョブガイダンス事業」）を実施し
ている。
なお、精神障害のある人については、これ
ら各般の取組を通して、その雇用促進を一層
図ることとしており、後期５か年計画では、
５６人以上の規模の事業主で雇用される精神障

害のある人を、平成２５年の障害者雇用状況報
告で１．５万人にすることを目指しており、平
成２３年６月１日現在で１．３万人となっている。

イ 発達障害のある人への支援
発達障害のある人についても、精神障害の
ある人同様に、近年ハローワークにおける新
規求職者数が増加しており、その雇用の促進
を図ることが必要となっている。後期５か年
計画でも、これまで必ずしも十分支援が提供
されてこなかった高等学校や大学の生徒や学
生も含めた、発達障害のある人への支援を推
進することとしている。
そのため、ハローワークでは、発達障害の
ある求職者に対する職業紹介を行うに当たっ
ては、地域障害者職業センターや発達障害者
支援センターと十分な連携を図り、対応して
いる。なかでも、発達障害などの要因により
コミュニケーション能力に困難を抱えている
求職者について、専門の支援員（就職支援ナ
ビゲーター（発達障害者等支援分））による
きめ細かな就職支援を実施する「若年コミュ
ニケーション能力要支援者就職プログラム」
を平成１９年度から５カ所の労働局で実施し、
平成２４年度は３９労働局で実施している。
また、平成２１年度には、発達障害のある人
をハローワークの職業紹介により新たに雇い
入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告す
る事業主に対して助成を行う発達障害者雇用
開発助成金を創設し、その雇用促進を図って
いる。
さらに、「発達障害者就労支援者育成事業」
として、支援関係者等の発達障害者支援のた
めの基盤作りのために、全国１０ブロックで発
達障害のある人の就労支援者及び当事者等を
対象としたセミナーを開催するほか、平成２２
年度から事業所で発達障害のある人を対象と
した職場実習を実施し、発達障害のある人の
雇用のきっかけづくりを行う啓発事業を実施
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している。
後期５か年計画でも、これまで必ずしも充
分に支援が提供されなかった高等学校や大学
の生徒や学生も含めた、発達障害のある人へ
の支援を推進することとしている。

ウ 難病のある人への支援
ハローワークでは、障害者手帳の有無にか
かわらず、就労支援の必要な難病のある人に
対して、難病相談・支援センターとの連携に
よる就労支援も行っている。
また、平成２１年度からは、難病のある人を
ハローワークの職業紹介により新たに雇い入
れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する
事業主に対して助成を行う「難治性疾患患者
雇用開発助成金」を創設し、その雇用促進を
図っている。
平成１９年には難病のある人の就労実態の調
査及び障害状況に応じた雇用管理のあり方等
の調査研究の成果として、独立行政法人高
齢・障害・求職者雇用支援機構が「難病（特
定疾患）を理解するために～事業主のための
Q&A～」、「難病のある人の雇用管理・就業
支援ガイドライン」を作成している。さらに、
平成２３年には労働関係機関だけでなく、保
健・医療・福祉関係機関、患者団体等の幅広
い関係者の共通認識を促進するため「難病の
ある人の就労支援のために」を同法人が作成
し、ハローワークをはじめとした就労支援機
関等で、難病のある人の就労支援に活用して
いる。

エ 在宅就業への支援
① 在宅就業支援制度
自宅等で就業する障害のある人（在宅就業
障害者）の就業機会の確保等を支援するため、
これらの障害のある人に直接又は在宅就業障
害者に対する支援を行う団体として厚生労働
大臣の登録を受けた法人（在宅就業支援団体

（平成２４年５月現在で２０団体））を介して業
務を発注した事業主に対して、障害のある人
に対して業務の対価として支払われた金額に
応じて、障害者雇用納付金制度で、在宅就業
障害者特例調整金（常用雇用労働者数２００人
以下の事業主については在宅就業障害者特例
報奨金）を支給する制度を創設し、１８年４月
から運用を開始している。
平成２３年度には、在宅就業支援制度につい
て、事業主及び地方自治体への当該制度周知
のためのリーフレットを送付するとともに、
現在在宅就業支援団体として活動している事
例等を交え制度を紹介するセミナーを実施
し、その活用促進を図った。
さらに、平成２４年度には、就業機会の確
保・提供のほか、職業講習、就職支援等を行
い、在宅就業障害者を支援する団体のうち在
宅就業支援の効果が高いと見込まれる団体に
対し、その活動に要した費用の一部を助成す
ることにより、在宅就業障害者の就業機会の
向上とその定着を図っている。
後期５か年計画では、本制度を活用して、
就業機会の拡大が図られるよう、在宅就業支
援団体を平成２４年度までに１００団体にするこ
とを目指している。

② 就労支援機器等の普及・啓発
最近の ITの進歩により、従来、障害のあ
る人が就労困難と考えられていた職業であっ
ても、IT機器を利用することにより、就労
の可能性が高まってきている。このため、障
害のある人の職域拡大に資することを目的と
して、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構で、障害のある人や事業主のニーズ
に対応した就労支援機器に関する情報提供、
貸出事業等を通じて、その普及・啓発に努め
ている。
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（３）「障害者に係る欠格条項」の見
直し

「障害者に係る欠格条項」とは、資格・免
許制度等において障害があることを理由に資
格・免許等の付与を制限したり、障害のある
人に特定の業務への従事やサービスの利用な
どを制限・禁止する法令の規定のことであ
り、平成１１年８月にはその見直しの促進を図
るため中央省庁再編前に設置されていた旧・
障害者施策推進本部において「障害者に係る
欠格条項の見直しについて」を決定し、１６年
６月には、対象とした６３制度すべての見直し
が終了している。
一方、欠格条項の見直しにより、障害のあ
る人の資格取得等の機会が実質的に確保され
るためには、教育や就業環境など必要な条件
整備を併せて推進する必要があることから、
「障害者施策推進本部」における「課長会議」
の下に、「資格取得試験等における配慮推進
チーム」（障がい者制度改革推進本部の設置
（平成２１年１２月８日閣議決定）に伴い廃止）
を設け、全省庁横断的に、資格取得試験等に
おける障害への配慮のあり方について検討を
行い、平成１７年１１月、「資格取得試験等にお
ける障害の態様に応じた共通的な配慮につい
て」を「課長会議」で決定し、国が直接実施
する資格取得試験等において、共通的に対応
すべき配慮事項として示している。

（４）就労に向けた各種訓練の推進

国立障害者リハビリテーションセンター自
立支援局においては、就労を目指して、就労
移行支援、就労移行支援（養成施設）を実施
しており、就労に必要な知識・技能を獲得さ
せるため、障害のある人の特性に合わせた
様々な訓練を行っている。
就労移行支援では、主として身体障害のあ
る方を対象に、各種訓練や職場実習をとおし

て、働くための力を高める支援、職場開拓、
就職活動支援、職場定着支援等を実施してい
る。
就労移行支援（養成施設）では、視覚に障
害のある人を対象に、あん摩・マッサージ・
指圧師、はり師、きゅう師の資格を取得する
ために必要な学習の提供及び就労のための職
場開拓や就職活動支援、フォローアップ等を
実施している。
就労に向けては、知識・技能の獲得もさる
ことながら、就職や開業後の人間関係形成の
観点から対人技能の獲得も重要であることか
ら、職場実習や臨床実習等の場面を通した支
援を行っている。
また、発達障害のある人の就労支援につい
ては、青年期発達障害者の地域生活移行への
就労支援に関するモデル事業（平成２０年～２２
年度）の結果をもとに、平成２４年度から発達
障害者就労移行支援普及・定着化事業を開始
し、事例の蓄積を行うこととしている。

（５）障害のある人の創業・起業等の
支援

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯、障
害者世帯等に対し、資金の貸付けと必要な援
助指導を行うことにより、その経済的自立及
び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社
会参加の促進を図り、安定した生活を送れる
ようにすることを目的に、都道府県社会福祉
協議会を実施主体として運営されている。本
制度の資金種類の１つとして、「福祉資金」
が設けられており、障害者世帯が生業を営む
のに必要な経費や技能習得に必要な経費等の
貸付を行っている。

（６）障害者の就労支援にあたっての
農業部局との連携

障害者就労施設において、農園芸活動が行
われてきており、稲作や野菜・果樹・花き栽
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培、畜産（養鶏、養豚）、農産加工から販売
等幅広い分野で取り組まれているところであ
る。
福祉関係者からは、このような取組をさら
に推し進めるにあたっては、障害者の指導に
際して、さらに農業知識を得たい、生産量の
安定・確保・拡大を図りたい、販路を拡大し
て経営を安定したい、障害者の工賃アップを
図りたいとの要望や農業関係者から農業分野
全般について具体的な知識、技術の伝授を受
けたいとの要望があるところである一方、農
業関係者からは、高齢化や過疎化により減り
続けている農業従事者を確保したい、障害者
の雇用促進という社会的要請に貢献したいと
の意向があるが、障害者に適した業務が分か
らない、どのような環境整備が必要か分から
ない等といった不安もあるとの声がある。
このため、厚生労働省と農林水産省で連携
し、都道府県において、管内農業部局と連携
をとり、福祉関係者と農業関係者の互いの制
度の理解促進を図ることを目的に、ホーム
ページの作成による情報提供や啓発活動、研
修会等を開催すること、また、具体的な就労
継続支援事業と農業との連携にあたっては、
施設外就労による取組も有効であることか
ら、請負契約の締結等にも留意しつつ、取組
を推進するよう、周知している。
なお、この事業については、平成２４年度か
らの「工賃向上計画支援事業」においても対
象とすることとしており、農業の専門家の派
遣などを推進することとしている。
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〈実雇用率（％）〉〈障害者の数（千人）〉

平成
10

平成10年7月
〈法定雇用率〉
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13

　
14

　
15

　
16

　
17

　
18

　
19

　
23（年）
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20

精神障害者 知的障害者 身体障害者 実雇用率

1.47
1.46

1.48 1.48
1.49 1.49 1.49 1.49
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40
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258

214 222 229 238
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222223226225
31
253

30
253

28
255
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251

資料：厚生労働省

6 326
54 8

333

57

266 268

注１：雇用義務のある企業（56人以上規模の企業）についての集計である。
　２：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。
　  　　平成１７年度まで　　　  　　身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
　　　　　　　　　　　　　　　　知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）
　　　　　　　　　　　　　　　　重度身体障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　　　　　　　　重度知的障害者である短時間労働者
　  　　平成１８年度以降　　　　　 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
　　　　　　　　　　　　　　　　知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）
　　　　　　　　　　　　　　　　重度身体障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　　　　　　　　重度知的障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　　　　　　　　精神障害者
　　　　　　　　　　　　　　　　精神障害者である短時間労働者
　　　　                                    （精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント）
　  　　平成23年以降　　　　　　 身体障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　　　　　　　　（身体障害者である短時間労働者は、0.5人でカウント）
　　　　　　　　　　　　　　　　知的障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　　　　　　　　（知的障害者である短時間労働者は、0.5人でカウント）
　３：障害別に四捨五入をしている関係から、障害別内訳と合計値は必ずしも一致しない。
　４：平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、本年と前

年までの数値を単純に比較することはできない状況である。

1.８％1.８％1.6％1.6％
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資料：厚生労働省
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■図表１―５５ 民間企業における障害者の雇用状況
（１）実雇用率と雇用される障害者の数の推移

（２）企業規模別実雇用率 （３）企業規模別達成企業割合

注：平成２２年７月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、本年までの数値を単純に比較するのは適当でない状況である。
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区分 ①企業数

②法定雇用障害
者数の算定の基
礎となる労働者
数

③障害者の数

④実雇用率
E ÷ ② ×
１００

⑤法定雇用
率達成企業
の数

⑥法定雇用
率達成企業
の割合

A.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

B.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者である
短時間労働
者

C.重度以外
の身体障害
者、知的障
害者及び精
神障害者

D.重度以外
の身体障害者
及び知的障害
者並びに精神
障害者である
短時間労働者

E.計
A×２＋B＋
C＋D×０．５ F.うち新規

雇用分

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％
規模計 ７５，３１３ ２２，２６０，９１５．５ ９２，３２５ ８，６５６ １６４，２００ １７，３８６ ３６６，１９９．０ ３１，６４４．５ １．６５ ３４，１０２ ４５．３

（７１，８３０）（２０，３５６，４５６．０） （８８，４１１） （６，９３６）（１５７，８１６） （２，７９９） （３４２，９７３．５）（２９，５９７．０） （１．６８） （３３，７４２） （４７．０）
人 企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

５６～
１００人未満

２９，２００ ２，１５６，９４３．０ ６，５１６ ９４２ １４，４９２ １，７５８ ２９，３４５．０ ２，１３８．０ １．３６ １２，５９１ ４３．１
（２７，２９７） （２，０１１，５０８．０） （６，４１４） （８５１） （１４，６２２） （３９８） （２８，５００．０）（２，２９７．０） （１．４２） （１２，１３８） （４４．５）

１００～
３００人未満

３２，６２０ ５，０４３，８６２．５ １６，０９１ ２，１９５ ３４，０６３ ４，７３０ ７０，８０５．０ ６，５６７．５ １．４０ １５，３２０ ４７．０
（３１，６９６） （４，７６９，９４３．０） （１５，５７４） （１，６７６） （３４，４９７） （８８１） （６７，７６１．５）（６，２５３．５） （１．４２） （１５，２８１） （４８．２）

３００～
５００人未満

６，２４８ ２，２１８，３７８．０ ８，５４０ ９５５ １５，９４８ １，７４６ ３４，８５６．０ ３，１５７．５ １．５７ ２，８１４ ４５．０
（５，９５１） （２，０４７，７７５．０） （８，２０１） （７９４） （１５，５６１） （３０５） （３２，９０９．５）（３，０３６．０） （１．６１） （２，８３７） （４７．７）

５００～
１，０００人未満

４，２０６ ２，７１４，９４６．０ １１，４７８ １，０５９ １９，８１０ １，９１５ ４４，７８２．５ ３，８５１．０ １．６５ １，８６４ ４４．３
（４，０５０） （２，５３６，５５４．０） （１１，４３２） （８３４） （１９，３９５） （２９９） （４３，２４２．５）（３，６４１．０） （１．７０） （１，９１０） （４７．２）

１，０００以上
３，０３９ １０，１２６，７８６．０ ４９，７００ ３，５０５ ７９，８８７ ７，２３７ １８６，４１０．５ １５，９３０．５ １．８４ １，５１３ ４９．８
（２，８３６） （８，９９０，６７６．０） （４６，７９０） （２，７８１） （７３，７４１） （９１６） （１７０，５６０．０）（１４，３６９．５） （１．９０） （１，５７６） （５５．６）

■図表１―５６ 一般の民間企業における規模別障害者の雇用状況
�
�

�

※各表の数値の下欄は平成２２年６月１日時点の数値であるが、平成２２年７月に制度改正（短時間労働者の算入、
除外率の引き下げ等）があったため、本年と前年の数値を単純に比較することは適当ではない状況である。

�
�

�

注１ ②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害
者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められ
た率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

２ ③A欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとしており、
Ｅ欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、D欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精
神障害者である短時間労働者」については法律上、１人を０．５人に相当するものとしており、Ｅ欄の計を算出
するに当たり０．５カウントとしている。

３ A、C欄は１週間の所定労働時間が３０時間以上の労働者であり、B、D欄は１週間の所定労働時間が２０時間以
上３０時間未満の労働者である。

４ Ｆ欄の「うち新規雇用分」は、平成２２年６月２日から平成２３年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられた
障害者数である。

５ （ ）内は平成２２年６月１日現在の数値である。（D欄は精神障害者である短時間勤務職員のみ）
なお、精神障害者は平成１８年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。
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①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数 ②障害者の数 ③実雇用率 ④法定雇用率達成

機関の数／機関数 ⑤達成割合

国の機関
３０５，９９７．０ 人 ６，８６９．０ 人 ２．２４ ％ ３９／ ３９ １００．０ ％
（２８６，４７２．０ 人） （６，５５２．５ 人） （２．２９ ％） （３８／ ３９） （９７．４ ％）

都道府県の
機関

３２６，６６２．０ 人 ７，８０５．０ 人 ２．３９ ％ １４２／ １５７ ９０．４ ％
（３０３，３５１．０ 人） （７，５９８．５ 人） （２．５０ ％） （１４８／ １５６） （９４．９ ％）

市町村の
機関

１，０４９，３７５．５ 人 ２３，３６３．０ 人 ２．２３ ％ １，９７０／ ２，３５３ ８３．７ ％
（９３９，７５９．０ 人）（２２，５４７．５ 人） （２．４０ ％） （２，０９８／ ２，３７２） （８８．４ ％）

①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数 ②障害者の数 ③実雇用率 ④法定雇用率達成

機関の数／機関数 ⑤達成割合

都道府県等
教育委員会

６８６，６５９．５ 人 １２，１５４．０ 人 １．７７ ％ ９４／ １３９ ６７．６ ％
（６２８，８５０．０ 人）（１１，２１２．０ 人） （１．７８ ％） （７９／ １３０） ６０．８ ％）

■図表１―５７―１ 国・地方公共団体における障害者の在籍状況
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※各表の数値の下欄は平成２２年６月１日時点の数値であるが、平成２２年７月に制度改正（短時間労働者の算入、
除外率の引き下げ等）があったため、本年と前年の数値を単純に比較することは適当ではない状況である。

�
�

�
１ 法定雇用率２．１％が適用される国、地方公共団体

２ 法定雇用率２．０％が適用される都道府県等の教育委員会

注１ ２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率
相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数であ
る。

２ 各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の
重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行
い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を
０．５人に相当するものとして０．５カウントとしている。

３ 法定雇用率２．０％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。
４ （ ）内は、平成２２年６月１日現在の数値である。
なお、精神障害者は平成１８年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。


